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証券コード 6125
（発送日）2026年６月８日

（電子提供措置の開始日）2026年６月４日
株 主 各 位

群馬県安中市郷原2993番地
株式会社 岡本工作機械製作所
代表取締役社長 石 井 常 路

第127期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第127期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し

あげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげま
す。

【当社ウェブサイト】
https://www.okamoto.co.jp

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家の皆様へ」「株主総
会」「第127期株主総会（2026年３月期）」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【「ネットで招集」ウェブサイト】
https://s.srdb.jp/6125/

【東京証券取引所ウェブサイト】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「岡本工作機
械製作所」又は「コード」に当社証券コード「6125」を入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総
会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月25日（
木曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「パスワ
ード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご
入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行

使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよう

ご返送ください。
敬 具

記
１．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時30分

２．場 所 群馬県安中市郷原2993番地
当社 本店 会議室

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第127期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第127期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
（1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否

の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
（2）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を

有効なものとしてお取り扱いいたします。
（3）インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問

わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
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（4）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし
て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりま
すのでご了承ください。

（5）議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使を
行う旨とその理由を電磁的方法により当社にご通知ください。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前
及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当
該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
① 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
② 会社の支配に関する基本方針
③ 剰余金の配当等の決定に関する基本方針
④ 連結計算書類の「連結注記表」
⑤ 計算書類の「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査

役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年６ 月26日（金曜日） 午前10時30分
（受付開始：午前９時30分）

書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2026年６ 月25日（木曜日） 午後６時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合

パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案
内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 2026年６ 月25日（木曜日） 午後６時入力完了分まで
※ 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効と

して取扱わせていただきます。
※ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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❶ 議決権行使ウェブサイトにアクセス
してください。

❷ 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」
を入力

「ログイン」をクリック

※操作画面はイメージです。

― 5 ―

インターネット等による議決権行使について

議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ 午前２時30分から午前４時30分までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合がありま

す。
※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
フリーダイヤル 0120-173-027（9：00〜21：00、通話料無料）

機関投資家の皆様は、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと位置付けております。当

期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下の
とおりとしたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金80円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は528,804,240円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、社外取締役３名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

１

再任

伊
い と う ぎ ょ う

藤 暁
（195８年２月10日生）

1981年４ 月 当社入社
1995年４ 月 当社シンガポール支店長
2003年７ 月 当社海外営業部長
2005年６ 月 当社取締役営業統括部長
2009年６ 月 当社取締役技術開発部長
2015年６ 月 当社取締役常務執行役員技術開発本部長
2023年４ 月 当社取締役常務執行役員技術開発本部長

兼営業本部長（現任）

8,800株

【取締役候補者とした理由】
伊藤暁氏は、営業部門及び技術開発部門の双方において豊富な業務経験を積み、国内外における事

業展開と当社技術力の向上に大きく貢献してまいりました。同氏が有する高い見識と経営判断能力は
今後も当社グループの更なる成長と企業価値向上に貢献することが期待できるため、引き続き取締役
としての選任をお願いするものです。

２

再任

高
た か は し ま さ や

橋 正 弥
（1959年３月２日生）

1982年４月 当社入社
2003年７月 当社経営管理部長
2007年６月 技研株式会社代表取締役社長
2008年３月 当社企業システム開発部長兼技研株式会

社代表取締役社長
2008年７月 当社管理部長兼財務部長
2009年６月 当社取締役管理部長
2011年７月 当社取締役財務部長
2014年６月 当社取締役財務部長、総務、子会社関係

管掌
2015年６月 当社取締役常務執行役員管理本部長、

子会社関係管掌（現任）

8,925株

【取締役候補者とした理由】
高橋正弥氏は、子会社における経営者としての経験を含め、長年にわたり管理部門に携わり、財

務、総務及びグループ管理に関する豊富な知識を有しております。同氏の幅広い知見と経験は当社ガ
バナンス強化に重要な役割を果たしており、今後も更なる企業価値向上に貢献することが期待できる
ため、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

３

再任

渡
わ た な べ て つ ゆ き

邊 哲 行
（1963年３月21日生）

1985年４月 当社入社
2003年７月 当社国内営業部長
2007年４月 OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE

GMBH取締役社長
2009年６月 当社取締役営業部長
2015年６月 当社取締役常務執行役員営業本部長
2023年４月 当社取締役常務執行役員

OKAMOTO（THAI）CO.,LTD代表取締役社
長兼岡本工作機械グループ製造部門管掌（現
任）

5,500株

【取締役候補者とした理由】
渡邊哲行氏は、子会社における経営者としての実績をはじめ、国内外の営業部門において豊富な経

験を有しており、経営全般に関する高い見識を備えております。これまでの知見と実績を踏まえ、当
社グループの更なる発展に貢献いただけるものと判断し、引き続き取締役としての選任をお願いする
ものです。

４

再任

佐
さ と り け ん

取 健
（1976年9月21日生）

2007年10月 三井物産株式会社入社
2019年１月 Mitsui & Co.（U.S.A.）, Inc. Mobility

Business Division, General
Manager of Silicon Valley Office
Mobility Business Dept

2021年１月 三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客
輸送事業部パーソナルモビリティサービス
室長

2022年７月 同社モビリティ第一本部次世代ソリュー
ション事業部（現モビリティ&インダス
トリアル事業部）ものづくり事業室長

2024年６月 当社取締役執行役員事業開発部長（現任）

100株

【取締役候補者とした理由】
佐取健氏は、三井物産株式会社で海外関連会社での重要な職務に従事されました。当社取締役に着

任以降は、当社事業の新規顧客開拓や企業価値向上への中心的な役割を果たし、複数の重要プロジェ
クトにも参画し、業務プロセスや事業運営面での改善を着実に進めてこられました。今後も当社の成
長に貢献していただけるものと判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

５

新任

辻
つ じ か つ ひ ろ

克 浩
（1963年９月19日生）

1987年 4 月 当社入社
2005年 5 月 当社半導体事業本部半導体営業課長
2013年 7 月 当社営業部ナノプロセスグループ長
2018年７月 当社営業本部ナノプロセス営業部長
2023年 6 月 当社執行役員営業本部ナノプロセス営業

部長
2024年６月 当社執行役員営業本部副本部長兼ナノプ

ロセス営業部長（現任）

-株

【取締役候補者とした理由】
辻克浩氏は、当社入社以来、半導体関連分野を中心に長年にわたり営業部門の中核を担い、営業戦

略の立案・推進を通じて顧客基盤の拡大及び事業成長に大きく貢献してまいりました。同氏の現場に
根差した実行力と経営視点は、当社事業の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資する適切な意思
決定を行うことができると判断し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものです。

６

再任 社外 独立

吉
よ し み た け し

見 威 志
（1948年７月11日生）

1972年４月 通商産業省入省
1980年４月 京都学園大学経済学部講師
1984年４月 神戸学院大学経済学部助教授
1992年４月 神戸学院大学経済学部教授
2018年４月 神戸学院大学経済学部名誉教授（現任）
2019年６月 当社社外取締役（現任）

2,100株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見に基づく助言や提言をいただくこ

とを期待して、社外取締役としての選任をお願いするものです。なお、同氏は社外役員となること以
外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を
適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

７

再任 社外

山
や ま も と い さ こ

本 伊佐子
（1968年9月15日生）

1992年４月 三井物産株式会社入社
2011年８月 同社自動車・建機事業本部自動車欧阿中

東部ロシア中東阿室長
2020年９月 三井物産株式会社モビリティ第一本部乗

用ソリューション事業部部長補佐
2022年４月 アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼ア

ジア・大洋州三井物産㈱モビリティ本部長
2024年６月 当社社外取締役（現任）
2025年４月 三井物産株式会社 理事モビリティ第一本部

モビリティ＆インダストリアル事業部長
（現任）

(重要な兼職の状況）
三井物産株式会社 理事モビリティ第一本部モビリティ
&インダストリアル事業部長
三井物産マシンテック株式会社社外取締役
Elison Technologies, Inc社外取締役

-株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
山本伊佐子氏は、三井物産株式会社において国内外での要職を歴任され、企業経営における豊富な

経験と高い見識を有しております。同氏は三井物産株式会社における知見を背景として、当社の経営
に対して客観的かつ中立的な立場から有益な意見を述べ、経営の監督機能を適切に果たしてまいりま
した。今後も引き続き当社のコーポレートガバナンス体制の強化に貢献いただけるものと判断し、引
き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

８

新任 社外 独立

藤
ふ じ た ま さ ゆ き

田 雅 之
（1961年３月30日生）

1992年 7月 アルバータ大学研究員
1992年12月 財団法人レーザー技術総合研究所研究員
1998年10月 レーザー技術総合研究所主任研究員
2006年 4月 光産業創成大学院大学客員教授
2008年 4月 大阪大学レーザーエネルギー学研究センタ

ー（現レーザー科学研究所）招へい教授
（現任）

2009年 4月 レーザー技術総合研究所主席研究員
2020年 6月 レーザー学会監事（現任）
2024年11月 レーザー技術総合研究所副所長（現任）

-株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
藤田雅之氏は、レーザー分野における長年の研究経験と高度な専門知識を有し、研究機関及び大学

において要職を歴任してきました。また、学会監事として組織運営に関与した経験を通じ、ガバナン
スに関する見識も有しております。当社は同氏がこれらの経験と知見を活かして、当社の業務執行の
監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場からステークホルダー視
点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与することを期待し、社外
取締役候補者といたしました。
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（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者吉見威志氏、山本伊佐子氏及び藤田雅之氏は社外取締役候補者であります。なお、当社

は吉見威志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。また、藤田雅之氏についても、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
吉見威志氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって７年となります。
山本伊佐子氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。

３．当社は各社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。吉見威志及び山本伊佐子氏の再任が承認された場合は、
当該責任限定契約を継続する予定であります。また、藤田雅之氏の選任が承認された場合は、新たに
同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

４．当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締
結しており、被保険者である取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当
該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当
該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予
定しております。

以 上
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事 業 報 告

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済は、国際情勢による地政学的リスクの継続に加え、米国
の通商政策がもたらす影響への懸念から、依然として先行きが見通しにくい状況が続きまし
た。
わが国経済は、雇用・所得環境の改善や企業の設備投資の回復を受けて緩やかな持ち直し

の動きが見られるものの、物価上昇の長期化や米国通商政策の影響等により、今後の景気動
向には不確実性が残る状況です。
このような中で当社グループは、今期が２年目にあたる中期経営計画「“INOFINITY

700” Innovation × Infinity」に掲げた「世界に類のない『総合砥粒加工機メーカー』と
して、平面研削盤・半導体ウェーハ研磨装置でグローバルNo.１を目指す」ことを長期ビジ
ョンとして、2030年３月期の売上高700億円の目標達成に向けた取り組みを進めておりま
す。その一環として、顧客への提案力向上を目的とした東京テクニカルセンターの開設や、
本社安中工場における自動倉庫棟竣工による部品供給体制の高度化など、将来の成長を見据
えた設備投資を実施してまいりました。
その結果、当連結会計年度における連結売上高は42,513百万円（前連結会計年度比2.8％

減）となりました。営業利益は1,518百万円（前連結会計年度比49.6％減）、経常利益は
1,535百万円（前連結会計年度比47.4％減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は
1,234百万円（前連結会計年度比39.0％減）となりました。

事業別状況は次のとおりです。
（工作機械事業）
国内市場におきましては、中小企業の設備投資を支援する各種補助金の後押しを受け、小

型および中型の平面研削盤の更新需要やロボット向け精密歯車の需要があり受注は前年同期
を上回りました。一方で、売上は前年同期において好調であった大型平面研削盤の販売が減
少したため、その水準に届きませんでした。
海外市場におきましては、米国では、航空宇宙産業を中心とした設備投資需要に加え、政

府政策の優遇税制の影響もあり、受注・売上ともに前年同期を上回りました。欧州では、自
動車産業向け需要が見られたものの、ドイツを中心とした製造業の回復の遅れや景気の停滞
の影響を受け、受注・売上ともに前年同期を下回りました。中国では、産業機械、金型、半
導体装置向けを中心に大型平面研削盤の受注が好調に推移し、受注・売上ともに前年同期を
上回りました。
以上の結果、売上高は28,946百万円（前連結会計年度比6.2％減）、セグメント利益（営

業利益）は103百万円（前連結会計年度比92.5％減）となりました。
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（半導体関連装置事業）
半導体市場におきましては、通信技術の発達やIoT、生成AI関連分野、自動運転の本格化

等を背景として市場の成長が見込まれております。市況としては、シリコンウェーハの在庫
調整正常化に向けて少しずつ変化があるとともに、先端パッケージであるPLP向け加工装置
など次世代分野への関心も高まりつつあります。
このような状況の中で当社グループは、半導体事業の収益力維持、向上を目指して、ウェ

ーハ業界向けのポリッシャーやグラインダの次世代新機種開発などの諸施策を進めてまいり
ました。その結果、受注につきましては、国内や東アジア向けにファイナルポリッシャーの
受注を獲得し前年同期を上回ることができました。売上につきましても、国内や東アジア向
けに化合物半導体加工用およびウェーハ生産用ファイナルポリッシャーやグラインダを販売
し、前年同期を上回りました。
以上の結果、売上高は13,567百万円（前連結会計年度比5.4％増）、セグメント利益（営

業利益）は2,744百万円（前連結会計年度比8.6％減）となりました。
事 業 区 分 売 上 高 受 注 高

工 作 機 械 事 業 28,946百万円 30,547百万円

半 導 体 関 連 装 置 事 業 13,567百万円 9,325百万円
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（2）設備投資等の状況
当連結会計年度において当社グループは、生産体制の強化・合理化を目的として、5,345

百万円の設備投資を実施いたしました。主なものは、立体自動倉庫棟の新設、半導体関連装
置の技術開発棟及びショールームの新設であります。

（3）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

（4）対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く事業環境は、世界的な製造業の設

備投資や半導体市場の拡大を背景に、中長期的な成長機会が見込まれております。一方で、
米国の関税政策の動向や米中間の貿易摩擦の継続、ならびに為替変動や地政学リスクなど
が、エネルギーや原材料価格及び調達コストに与える影響に注視が必要な状況が継続するも
のとみられます。このような状況の中、当社グループは中期経営計画「“INOFINITY 700”
Innovation × Infinity」の3年目として、三井物産株式会社との資本業務提携を活かした、
新たな市場開拓や調達ルートの確保を進め、収益力の強化を行ってまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。

（5）財産及び損益の状況の推移

区 分 第 124 期
（2023年３月期）

第 125 期
（2024年３月期）

第 126 期
（2025年３月期）

第 127 期
（2026年３月期）
（当連結会計年度）

売 上 高（百万円） 45,524 50,198 43,734 42,513

経 常 利 益（百万円） 5,552 6,284 2,916 1,535
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 4,029 4,556 2,024 1,234

１株当たり当期純利益 （円） 870.52 970.03 326.68 186.71

総 資 産（百万円） 55,098 60,164 66,804 67,198

純 資 産（百万円） 24,860 29,977 40,563 42,652
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（6）重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主要な事業内容

百万円 ％
岡 本 工 機 株 式 会 社 290 100.0 精密歯車、工作機械及び半導体

関連装置の製造、販売
百万円

技 研 株 式 会 社 18 100.0 工作機械の製造、再生、販売
百万円

大 和 工 機 株 式 会 社 10 100.0 産業用機械及び半導体関連装置
の製造、販売

千米ドル
OKAMOTO CORPORATION 4,754 100.0 工作機械及び半導体関連装置の

輸入、販売
千シンガポールドル

OKAMOTO（SINGAPORE）PTE, LTD. 24,077 100.0 工作機械の製造、販売

百万タイバーツ
OKAMOTO（THAI）CO., LTD. 477 100.0 工作機械及び鋳物の製造、販売

千ユーロ
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH 511 100.0 工作機械及び半導体関連装置の

輸入、販売
千米ドル

岡本工機（常州）有限公司 5,000 100.0 工作機械及び精密歯車の製造、
輸入、販売

（注）１．OKAMOTO（THAI）CO.,LTD.の議決権は当社が74.6％所有しOKAMOTO（SINGAPORE）
PTE,LTD.が25.4％所有しております。

２．岡本工機（常州）有限公司の議決権は岡本工機株式会社が100％所有しております。

（7）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社グループでは工作機械並びに半導体関連装置の製造、販売及び修理を行っておりま

す。
事 業 内 容 主 要 製 品

工 作 機 械 事 業 平面研削盤、成形研削盤、内面研削盤、円筒研削盤、
歯車研削盤、専用研削盤、精密歯車、鋳物

半 導 体 関 連 装 置 事 業
グラインディングマシン、スライシングマシン、
ポリッシングマシン、ラッピングマシン、
ガラス基板研磨装置
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（8）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
① 当 社

名 称 所 在 地

本 社 ・ 工 場 群馬県安中市

新 横 浜 事 務 所 神奈川県横浜市港北区

仙 台 営 業 所 宮城県仙台市太白区

北 関 東 営 業 所 群馬県安中市

首 都 圏 営 業 所 埼玉県さいたま市北区

東 京 テ ク ニ カ ル セ ン タ ー 埼玉県さいたま市北区

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市天白区

大 阪 営 業 所 大阪府吹田市

広 島 営 業 所 広島県尾道市

福 岡 営 業 所 福岡県福岡市東区

九 州 テ ク ニ カ ル サ ポ ー ト セ ン タ ー 佐賀県伊万里市

② 子会社の主要な営業所及び工場
会 社 名 所 在 地

岡 本 工 機 株 式 会 社 本社工場：広島県福山市、尾道工場：広島県尾道市
府中工場：広島県府中市、府中第二工場：広島県府中市

技 研 株 式 会 社 本社工場：神奈川県綾瀬市
勝田工場：茨城県ひたちなか市

大 和 工 機 株 式 会 社 本社工場：宮崎県都城市

O K A M O T O C O R P O R A T I O N 本 社：アメリカ合衆国イリノイ州

OKAMOTO （SINGAPORE） PTE,LTD. 本社工場：シンガポール共和国

O K A M O T O（ T H A I ）C O., L T D. 本社工場：タイ王国アユタヤ県

OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH 本 社：ドイツ連邦共和国ランゲン市

岡 本 工 機 （常 州） 有 限 公 司 本社工場：中華人民共和国江蘇省常州市
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（9）従業員の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況
事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

工 作 機 械 事 業 2,016名 42名減

半 導 体 関 連 装 置 事 業 178名 12名増

全 社 （共 通） 35名 増減なし

合 計 2,229名 30名減

（注）１．従業員数は就業人員数であります。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属している

ものであります。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

504名 20名増 42.6歳 15.8年

（注） 従業員数は就業人員数であり、出向者（34名）は含まれておりません。

（10）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 2,600百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,294

株 式 会 社 広 島 銀 行 1,220

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 1,137

株 式 会 社 も み じ 銀 行 1,071

（注） シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とする５行によるものです。
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２．会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 18,000,000株

（2）発行済株式の総数 6,703,795株

（3）株主数 6,944名

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

三 井 物 産 株 式 会 社 1,985千株 30.04％

I N T E R A C T I V E B R O K E R S L L C 252 3.82

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 130 1.97

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 116 1.76

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 107 1.63

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 102 1.55

立 花 証 券 株 式 会 社 100 1.51

株 式 会 社 ブ イ ・ テ ク ノ ロ ジ ー 99 1.50

フ ァ ナ ッ ク 株 式 会 社 94 1.42

時 津 昭 彦 74 1.13

（注）１．当社は、自己株式を93,742株保有しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
３．三菱UFJ信託銀行株式会社の所有株式数の内、信託業務に係る株式数はありません。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 石 井 常 路

取 締 役 伊 藤 暁 常務執行役員
技術開発本部長兼営業本部長

取 締 役 高 橋 正 弥 常務執行役員
管理本部長 子会社関係管掌

取 締 役 渡 邊 哲 行
常務執行役員
OKAMOTO（THAI）CO., LTD. 代表取締役社長
岡本工作機械グループ製造部門管掌

取 締 役 佐 取 健 執行役員事業開発部長

取 締 役 山 下 健 治 株式会社ヤマシタワークス 代表取締役

取 締 役 吉 見 威 志 神戸学院大学経済学部名誉教授

取 締 役 山 本 伊佐子
三井物産株式会社 理事モビリティ第一本部
モビリティ＆インダストリアル事業部長
三井物産マシンテック株式会社 社外取締役
Elison Technologies,Inc 社外取締役

常 勤 監 査 役 田 中 良 和

常 勤 監 査 役 藤 家 真

監 査 役 山 岡 通 浩 弁護士
インターステラテクノロジズ株式会社 社外監査役

監 査 役 石 川 均 株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役
e-Netホールディングス株式会社 常勤監査役

（注）１．取締役山下健治氏、取締役吉見威志氏及び取締役山本伊佐子氏は、社外取締役であります。なお、山
下健治氏及び吉見威志氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ております。

２．常勤監査役藤家真氏、監査役山岡通浩氏及び監査役石川均氏は、社外監査役であり、東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．常勤監査役田中良和氏は、長年にわたり当社の経理及び内部統制の業務に従事した経験を通じ、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．常勤監査役藤家真氏は、信託銀行において長年にわたり支店長や営業部長を歴任し、金融業務全般に
関する深い知識と豊富な経験を有するものであります。

５．監査役瀬川雅夫氏は、2025年６月27日開催の第126期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしま
した。

６．当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償の責任限度額は、法令の定める限度額としております。
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（2）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額
イ．役員区分ごとの報酬等の総額
区 分 員 数(名) 報酬等の総額（百万円）

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

8
（3)

103
（14)

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

5
（4)

41
（27)

合 計 13 144

（注）１．上表には、2025年６月27日開催の第126期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役１名
を含んでおります。

２．取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．監査役の報酬の額は、株主総会で決議された監査役年間報酬限度額の範囲内で、その具体的金額につ

いては監査役の協議によって決定しております。
４．当社は、2008年６月27日開催の第109期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止

しております。

ロ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員

のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会が
決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。当社の役員報酬等
に関しては2007年６月28日開催の第108期定時株主総会で決議されております。その決
議の内容は取締役年間報酬限度額を３億円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含ま
ない。定款で定める取締役の員数は15名以内）、監査役年間報酬限度額を７千万円（定款
で定める監査役の員数は４名以内）とするものです。当該株主総会終結時点での取締役の
員数は８名（うち、社外取締役３名）、監査役の員数は４名（うち、社外監査役３名）で
あります。

ハ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
当社は、2021年４月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に

係る決定方針を決議しております。取締役の報酬の額及びその算定方法の決定に関する方
針は、代表取締役社長石井常路が、役位、職責、在位年数等に応じた一定の基準に基づき
算出し、会社業績等を総合的に勘案して、取締役会に提出のうえ、取締役会で決議してお
ります。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ
諮問し、答申を受けております。取締役の報酬は確定額報酬のみとし、業績連動報酬等及
び非金銭報酬等は支給しておりません。なお、代表取締役社長石井常路に委任した理由は
代表取締役社長が当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、各取締
役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであり
ます。
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ニ．取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び

決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報
酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであ
ると判断しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項

に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は当社が
全額負担しており、被保険者の実質的な負担はありません。
当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または該当責任の

追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害について、填補することとされていま
す。ただし、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補
されないなど、一定の免責事由があります。

（4）社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役山下健治氏は、株式会社ヤマシタワークスの代表取締役であります。当社と
兼職先との間に特別な関係はありません。

・社外取締役吉見威志氏は、神戸学院大学経済学部の名誉教授であります。当社と兼職先
との間に特別な関係はありません。

・社外取締役山本伊佐子氏は、三井物産株式会社の理事モビリティ第一本部モビリティ＆
インダストリアル事業部長であり、同社は当社の大株主であります。また、同氏は三井
物産株式会社の関係会社であります三井物産マシンテック株式会社及びElison
Technologies,Incの社外取締役であり、当社と両社との間には製品販売の取引関係が
あります。

・社外監査役山岡通浩氏は、インターステラテクノロジズ株式会社の社外監査役でありま
す。当社と兼職先との間に特別な関係はありません。

・社外監査役石川均氏は、株式会社星和ビジネスリンクの社外取締役、及びe-Netホール
ディングス株式会社の常勤監査役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はあ
りません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況
地位 氏名 出席状況及び発言状況

社外取締役 山 下 健 治
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席いたしました。長年
にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、取締
役会の監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性と適正性を確保する
ため適切な役割を果たしております。

社外取締役 吉 見 威 志
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席いたしました。長年
にわたる学識経験者としての専門的知識と幅広い見識に基づき、取締
役会の監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性と適正性を確保する
ため適切な役割を果たしております。

社外取締役 山 本 伊佐子
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席いたしました。企業
経営者としての豊富なビジネス経験、実績、幅広い見識に基づいて、
当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たしており
ます。

社外監査役 藤 家 真
2025年６月の就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回、監
査役会10回全てに出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性と
適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会にお
いて適宜必要な発言を行っております。

社外監査役 山 岡 通 浩
当事業年度に開催された取締役会12回、監査役会13回全てに出席い
たしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の
妥当性と適正性を確保するための発言を行っております。また、監査
役会において適宜必要な発言を行っております。

社外監査役 石 川 均
当事業年度に開催された取締役会12回、監査役会13回全てに出席い
たしました。保険会社での豊富な経営経験と幅広い知識から、取締役
会の意思決定の妥当性と適正性を確保するための発言を行っておりま
す。また、監査役会において適宜必要な発言を行っております。
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４．会計監査人の状況
（1）名称 有限責任 あずさ監査法人

（2）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 60百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 60百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人からの説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの
内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見
積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

３．当社の子会社のうち、OKAMOTO CORPORATION、OKAMOTO（THAI）CO.,LTD.、岡本工機
（常州）有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資
格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当
する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の
同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、そ

の他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関す
る議案の内容を決定いたします。

2026年05月25日 17時00分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

― 24 ―

連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 43,108 流 動 負 債 18,932

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

12,227
11

1,756
7,207
513

2,600
5,873
7,974
3,937

23
1,143
△159
24,089
20,599
9,063
4,955
1,111
3,437
718

1,312
537

2,952
378

1,926
370
299
△22

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,762
電 子 記 録 債 務 827
短 期 借 入 金 7,144
一年内返済予定の長期借入金 961
リ ー ス 債 務 292
未 払 法 人 税 等 202
契 約 負 債 3,678
賞 与 引 当 金 532
製 品 保 証 引 当 金 46
資 産 除 去 債 務 6
そ の 他 2,475

固 定 負 債 5,613
長 期 借 入 金 3,153
リ ー ス 債 務 458
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,275
資 産 除 去 債 務 118
そ の 他 607
負 債 合 計 24,545
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 37,858
資 本 金 9,783
資 本 剰 余 金 5,042
利 益 剰 余 金 23,433
自 己 株 式 △401

その他の包括利益累計額 4,794
その他有価証券評価差額金 95
為 替換算調整勘定 4,056
退職給付に係る調整累計額 642
純 資 産 合 計 42,652

資 産 合 計 67,198 負 債・純資産合計 67,198
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 42,513
売 上 原 価 31,077

売 上 総 利 益 11,436
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,917

営 業 利 益 1,518
営 業 外 収 益 286

受 取 利 息 76
受 取 配 当 金 25
受 取 賃 貸 料 3
物 品 売 却 益 64
助 成 金 収 入 33
そ の 他 82

営 業 外 費 用 269
支 払 利 息 138
支 払 手 数 料 10
為 替 差 損 86
そ の 他 34
経 常 利 益 1,535

特 別 利 益 214
固 定 資 産 売 却 益 9
固 定 資 産 受 贈 益 154
投 資 有 価 証 券 売 却 益 50

特 別 損 失 131
固 定 資 産 処 分 損 9
解 体 撤 去 費 用 100
投 資 有 価 証 券 評 価 損 22

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,617
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 419
法 人 税 等 調 整 額 △35
当 期 純 利 益 1,234
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,234

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 9,783 5,042 23,256 △396 37,685

当期変動額

剰余金の配当 △1,057 △1,057

親会社株主に帰属する当期純利益 1,234 1,234

自己株式の取得 △4 △4

株主資本以外の項目の
当期の変動額（純額）

当期変動額合計 − − 176 △4 172

当期末残高 9,783 5,042 23,433 △401 37,858

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当期首残高 70 2,540 266 2,877 40,563

当期変動額

剰余金の配当 △1,057

親会社株主に帰属する当期純利益 1,234

自己株式の取得 △4

株主資本以外の項目の
当期の変動額（純額） 25 1,516 375 1,917 1,917

当期変動額合計 25 1,516 375 1,917 2,089

当期末残高 95 4,056 642 4,794 42,652

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 23,792 流 動 負 債 10,682

現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

3,632
1,314
4,851
430

2,600
3,003
6,387
859
120
600
△8

18,792
8,769
4,621
379
948

0
408

1,465
59

886
511
498
12

9,511
30

8,128
306
991
77

△22

支 払 手 形 2
電 子 記 録 債 務 1,083
買 掛 金 1,665
短 期 借 入 金 3,600
一年内返済予定の長期借入金 655
リ ー ス 債 務 29
未 払 金 989
未 払 費 用 118
契 約 負 債 2,184
預 り 金 55
賞 与 引 当 金 270
製 品 保 証 引 当 金 21
資 産 除 去 債 務 6

固 定 負 債 1,767
長 期 借 入 金 1,344
リ ー ス 債 務 36
繰 延 税 金 負 債 111
資 産 除 去 債 務 25
そ の 他 249
負 債 合 計 12,450
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 30,134
資 本 金 9,783
資 本 剰 余 金 5,242
資 本 準 備 金 4,903
そ の 他 資 本 剰 余 金 339

利 益 剰 余 金 15,504
利 益 準 備 金 559
そ の 他 利 益 剰 余 金 14,945
別 途 積 立 金 3,000
繰 越 利 益 剰 余 金 11,945

自 己 株 式 △395
純 資 産 合 計 30,134

資 産 合 計 42,584 負 債・純資産合計 42,584
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 22,606
売 上 原 価 16,452

売 上 総 利 益 6,154
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,247

営 業 利 益 907
営 業 外 収 益 375

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 232
為 替 差 益 86
そ の 他 55

営 業 外 費 用 42
支 払 利 息 22
支 払 手 数 料 10
そ の 他 9
経 常 利 益 1,240

特 別 利 益 154
固 定 資 産 売 却 益 0
固 定 資 産 受 贈 益 154

特 別 損 失 116
固 定 資 産 処 分 損 2
解 体 撤 去 費 用 97
投 資 有 価 証 券 評 価 損 16

税 引 前 当 期 純 利 益 1,279
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 165
法 人 税 等 調 整 額 40
当 期 純 利 益 1,073

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当期首残高 9,783 4,903 339 5,242 559 3,000 11,929 15,488 △391 30,122 30,122

当期変動額

剰余金の配当 △1,057 △1,057 △1,057 △1,057

当期純利益 1,073 1,073 1,073 1,073

自己株式の
取得 △4 △4 △4

当期変動額合計 − − − − − − 15 15 △4 11 11

当期末残高 9,783 4,903 339 5,242 559 3,000 11,945 15,504 △395 30,134 30,134

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月22日

株式会社岡本工作機械製作所
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 永 井 勝

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 寺 澤 直 子

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社岡本工作機械製作所の2025年４月１日

から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社岡本工作機械製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
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・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月22日

株式会社岡本工作機械製作所
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 永 井 勝

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 寺 澤 直 子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社岡本工作機械製作所の2025年４

月１日から2026年３月31日までの第127期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第12７期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回
線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしま
した。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任あずさ監査法人から当該内部統

制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。
なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不

備はない旨の報告を取締役等及び有限責任あずさ監査法人から受けております。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118
条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので
はなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。なお、事業報告
の「会社の支配に関する基本方針」に記載のとおり、2026年5月13日開催の取締役会において、
2026年6月開催の定時株主総会終結の時をもって「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買
収防衛策）」を非継続とすることを決議いたしております。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年5月25日

株式会社岡本工作機械製作所 監査役会
常 勤 監 査 役 田 中 良 和 ㊞
常 勤 監 査 役
（社外監査役） 藤 家 真 ㊞

社 外 監 査 役 山 岡 通 浩 ㊞

社 外 監 査 役 石 川 均 ㊞

以 上
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JR安中榛名駅方面

軽井沢

松井田妙義ＩＣ

セブンイレブン

安中工業団地入口

国道１８号

当社 イエローハット

石材店

高崎横川
磯部駅

ローソン 磯部入口磯部入口

碓氷川

ビジネスホテル
宝泉安中館

中村新興木材
安中工場

当社

フジセイコー
本社工場

エネオス

安中工業団地入口
国道18号

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会 会場ご案内図
株主総会は、当社本店（安中工場）で開催いたしますので、
ご出席の際は、下記の案内図をご参照願います。

記

〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
株式会社岡本工作機械製作所 安中工場

TEL.027-385-5800（代表）
FAX.027-385-5880（代表）

交通のご案内
・電車ご利用の場合
ＪＲ高崎駅より信越本線 磯部駅よりタクシー約５分
北陸新幹線 安中榛名駅よりタクシー約15分

・お車ご利用の場合
上信越自動車道松井田妙義ＩＣを安中松井田方面に降り、国道18号
線を右折、高崎安中方面へ。４つ目の信号安中工業団地入口を右
折。松井田妙義ＩＣから約７km、約10分。
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